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1. はじめに
思いがけず「道歯会通信」のページをいただき感

激しております。紙面をお借りして、2011年3月11
日に発生した東日本大震災における私たちの研究
グループ（代表：青木孝文 東北大学 大学院情報科
学研究科 教授・副学長）の身元確認支援の取り組
みについてご紹介します。宮城県での取り組みが
中心になりますが、ご了承ください。より詳しく
はホームページ「身元確認と情報技術」（http://
www.aoki.ecei.tohoku.ac.jp/dvi/）をご覧ください。

実は、私たちは2006年頃から「大規模災害に備え
て数万人の犠牲者を想定した身元確認体制を構築
し、その活動を支援する情報システムの整備を進
めるべき」と主張してきました。これに初めて賛同
してくださったのが、新潟県歯科医師会の先生方で、
2009年の警察歯科医会全国大会（新潟）では、「情
報技術を活用した身元確認に関する将来への提
言」を発表し、大きな反響をいただきました。その
後、大災害の発生に間に合うようにと、焦りのよ
うな切迫感を感じながら活動していた矢先に、東
日本大震災が発生したのです。このときの衝撃は、
今でも鮮明に思い出されます。

2. 東日本大震災における私たちの取り組み
宮城県は震災による犠牲者が最も多く、2013年5

月10日現在で9,537体（全国計15,883体）もの遺体が
発見され、行方不明者は1,312名（全国計2,676名）

を数えます。震災当初の遺体収容数は、1日当たり
1,000体を超えた時期がありました。遺体検案所は
合計で43カ所にのぼり、同時に稼働した検案所の
最大数は26カ所でした。現在は、沿岸部の9カ所の
警察署で検案が行われています。大規模災害では、
このように検案所の配置や数が動的に変化するこ
とに留意し、身元確認の体制も状況に応じて柔軟
に変更する必要があります。

3月の震災当初のご遺体は、顔貌や着衣、所持品
などで身元を特定できる場合が多い状況でした。
しかし、発災後1か月を経過すると、ご遺体の損傷
が高度になり、確認が困難になりました。宮城県
では、震災当初は、手書きのデンタルチャートを
中心とした遺体の歯科情報収集を行っていました
が、4月からはより高度な確認手法の導入が必要に
なりました。ちょうどそのタイミングで、宮城県
歯科医師会（身元確認班長）の江澤庸博先生と電話
で連絡を取り、私たちの技術の提供を申し入れま
した。具体的には、①歯科検死標準機材をパッケー
ジ化して（図1）、広域配置された検案所のすべての

ご遺体から、デンタルチャート、口腔内写真、歯
科X線画像の3種を組織的に採取する仕組みを整
備し、②生前カルテ情報と遺体情報を照合する歯
科情報照合ソフトウェアDental Finder（図2）を
開発するとともに、情報機器を提供してその運用
を担当しました。また、①および②を基本とする
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図１	 歯科検死標準機材パッケージの整備
	 （①デンタルチャート，②防水・防塵・耐衝撃カメラ，
	 ③ポータブルＸ線撮影装置を含む）
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身元確認ワークフロー（図3）を構築し、そのため
の組織体制の整備に全力で取り組みました。これ
らのノウハウは、北海道においても、大規模災害
に備える際の参考になると確信します。

3. 大震災が浮き彫りにした課題と　 　
歯科情報の標準化

東日本大震災によって主として二つの問題が浮
き彫りになりました。第一は、警察業務において、
歯科情報を活用した身元確認作業の体制整備やシ
ステム化が立ち遅れている問題です。この問題は、
警察においても重要な問題として認識されていま
す。第二は、行方不明者の生前歯科情報の迅速な
収集が困難であるという問題です。身元確認の現
場においては、かかりつけ歯科医院に存在する行
方不明者の診療録を入手するために膨大な労力と
時間を要しています。また、収集した診療録をしっ
かりと読み込んで、これを統一的なデジタルデー
タ（Dental Finderでは5分類データ）に変換する作
業も著しく煩雑です。

この第二の問題の解決策として、緊急時に行方

不明者の歯科情報を標準的な形式で医院から迅速
に入手できるようになれば、作業の大幅な効率化
が可能になります。これが、現在、厚生労働省お
よび日本歯科医師会で検討されている「身元確認に
資する歯科診療情報の標準化」の目的です。コン
ピューターで蓄積・検索・処理が可能なデジタル
歯科情報を定義します（図4）。この標準化によって、
①緊急時および平時における歯科医院からの情報
提供の迅速化（マークシートやWebを活用）、②歯
科情報の「院内検索機能」を有するカルテ・レセコ
ンの開発、③患者様向けデジタル歯科情報お渡し
サービスの提供、④緊急時に備えた歯科情報バッ
クアップ事業の展開など、多様な取り組みが可能
になります。

4. 道歯会のみなさまへ
震災における取り組みは、誤解を含んだ言葉で

語られたり、伝えられたりすることがあります。
これは、震災のある時期ある地域の取り組みのみ
を切り出した狭い視点からの説明や議論が多いこ
とによります。北海道の将来の身元確認のあり方
を議論する際は、ぜひ、より大きな視点、より長
い時間軸で、震災の身元確認とは何だったのかを、
客観的にとらえていただくことが大切です。その
ような観点からの検討につきまして、私も力の限
りご支援申し上げる所存です。

最後になりましたが、東日本大震災の身元確認
の作業は、現在も継続されていることを申し添え、
このたびの震災により被害を受けられた皆様に、
心からお見舞い申し上げます。

図４	 歯科情報の標準化
	 （情報検索を可能にするデジタル歯科情報）

図３	 宮城県における大震災身元確認ワークフロー
	 （青木研究室構築）

図２	 宮城県警で稼働している歯科情報照合ソフトウェア
	 Dental	Finder（CDが東北大学から無償配布されている）
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